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議 事 日 程  （第５号） 

 

平成28年９月13日（火）午前10時開議 

 

日程第１ 議案第67号  湖西市梶田多目的運動広場条例制定について 

日程第２ 議案第68号  湖西市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改 

            正する条例制定について 

日程第３ 議案第69号  湖西市税条例等の一部を改正する条例制定について 

日程第４ 議案第70号  湖西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

日程第５ 議案第71号  湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

            条例制定について 

日程第６ 議案第72号  湖西市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定について 

日程第７ 議案第73号  企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第８ 議案第74号  平成28年度 住吉地区命山整備工事の契約締結について 

日程第９ 議案第75号  市道の路線の認定について 

日程第10 議案第76号  平成28年度湖西市一般会計補正予算（第２号） 

日程第11 議案第77号  平成28年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第12 議案第78号  平成28年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第13 議案第79号  平成28年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第14 議案第81号  平成27年度湖西市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第15 議案第82号  平成27年度湖西市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第16 議案第83号  平成27年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第17 議案第84号  平成27年度湖西市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第18 議案第85号  平成27年度湖西市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

日程第19 議案第86号  平成27年度湖西市病院事業会計資本金の額の減少及び決算の認定について 
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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 議案第67号 湖西

市梶田多目的運動広場条例制定についてを議題とい

たします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第２ 議案第68号 湖西

市議会議員及び湖西市長の選挙における選挙運動の

公営に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

りますので、２番 菅沼 淳君の発言を許します。

２番 菅沼 淳君。 

  〔２番 菅沼 淳登壇〕 

○２番（菅沼 淳） ２番 菅沼 淳でございます。

本議案については、反対の立場で発言をさせていた

だきます。 

 今回の条例改正は、国の制度改正に伴うとの説明

でありました。条例は地方自治体の独自のルールで

あり、その制度の財源は貴重な税金であります。制

度が定められる以前は、全て自己負担でありました。

選挙をする誰もが公平に利用できるありがたい制度

であるとは認識をしておりますが、公費負担は必要

小限でなければならないと考えます。 

 以前、国の制度をそのまま受け入れたことにより、

税金を無駄にしたのではないかと思われる例を申し

上げます。ポスター作成費は現在上限が１枚当たり

510円に改正されておりますが、改正以前には１枚

当たりの上限が2,579円であり、一部を除き作成業

者に2,000円以上の支払いがされておりました。現

在の５倍ほどであります。当時の物価が５倍だった

わけではありません。現行の制度においては考えら

れない上限額であったと思われ、制度が当市におい

て適正であるかどうかの検証もされず、請求に従い

粛々と支払いをされていたのです。 

 無駄遣いがあったのではないですか。納税を拒否

する選択はできないのです。公費については、びた

一文の無駄も許されないと考えます。 

 国の制度のもと、選挙における国と地方の規模の

違い、近隣自治体の利用状況、それぞれの限度額の

市場調査、当市の現行制度におけるこれまでの利用

状況などなど、しっかり調査、検証をした上で決定

をすべきではないでしょうか。 

 私自身、現行の制度において３度利用させていた

だきましたが、何の不足もなく不平不満もありませ

ん。誰か現行の制度に不平不満があるんでしょうか。

少額な増額改正であろうと、国の改正限度額をその

まま置きかえるような条例は安易であると言わざる

を得ません。 

 したがいまして、本議案については強く反対をす

るものであります。以上です。 

  〔拍手する者あり〕 

○議長（二橋益良） お静かに願います。 

 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第68号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第68号は原案のとおり可決されました。 
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───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第３ 議案第69号 湖西

市税条例等の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第69号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第69号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第４ 議案第70号 湖西

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第70号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第70号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第５ 議案第71号 湖西

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに11番 荻野利明君

の発言を許します。11番 荻野利明君。 

  〔11番 荻野利明登壇〕 

○11番（荻野利明） 11番 荻野利明です。質問を

２点ほどお願いします。 

 まず、附則に４項加えるということになっている

わけですけども、この中に、当分の間という文字が

入っているわけですけども、当分の間というのは、

いつからいつまでのことをいうのか教えてください。 

○議長（二橋益良） 教育次長。登壇してお願いし

ます。 

  〔教育次長 落合 進登壇〕 

○教育次長（落合 進） 荻野議員にお答えいたし

ます。 

 今回の条例の一部改正は、議員も御承知のとおり、

国が定める児童福祉施設の設備及び運営の基準に関

する規則に準じて改正しようとするものでございま

す。 

 御指摘の附則の第６項、７項、８項における当分

の間の期間については、国の基準改正がされるまで

です。現在のところ、国が明確にそれを示していま

せんけれども、今後国の基準改正に合わせて当市も

改正しようとするものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 11番 荻野利明君、よろしい

ですか。 

○11番（荻野利明） この中にも幼稚園の教諭、あ

るいは小学校の教諭、養護教諭、こうした人が保育

ができるようにするわけですね。しかしこういう人
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たちは、保育士の免許を持ってないわけですね。い

わゆる異常な状態ですよね。その異常な状態をいつ

まで続けるのかわからんと。無責任じゃないですか、

これ。一日も早く、これ解消すべきだと思うんです

よ。保育士不足というものを。そう思いませんか。

これでは無制限ということにもなりかねないと思う

んですけども、どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 荻野議員の御指摘が、幼

稚園教諭だとか小学校教諭を充てるのはどうかとい

うところだと思いますけれども、我々、幼稚園教諭、

小学校の教諭、保育に充てるのは主に３歳から５歳

の保育に担当してもらうということで考えてござい

ます。いずれにしましても、３歳から５歳につきま

しては保育というより教育の部門が根強いのかなと

いうような感じをしますので、そんなふうに捉えて

ございます。 

 あと養護教諭につきましては、現在保育園につき

ましても看護師や保健師を雇用して、園児の健康面

の管理を担当してございますので、同等な働きがで

きるのかなというふうに考えてございます。 

 御指摘のいつまでというところは、はっきりしな

いんですけれども、我々はそういうふうに思って今

回改正してるということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） よくわかりました。 

 それでは２点目です。保育士不足に対処するため

に、幼稚園・小学校・養護教諭を保育を担ってもら

うということなんですけども、これ、こんなことや

って、保育士というのは集まってくるんですか。や

はり処遇の改善、これ、けさもやってましたけども、

一般の学校の先生なんかよりも10万近く低いと、給

料がね。そういうところをやらなきゃ、保育士とい

うのはふえてこないと思うんですよ。そう思いませ

んか。だってね、小学校の先生、いいですよ、小学

校の先生でも。しかし、免許が違う人が、免許を持

ってない人が、この保育の仕事に従事すると。やは

り異常ですよね、これ。例えば病院の医者が少ない

で、看護師が治療していいかといったら、だめです

よね、絶対に。それと同じようなもので、安易にや

り過ぎじゃないですか、これ。そんなことよりも、

やはり保育士の処遇改善こそ、一番 初やらなくて

はならないことだと思うんですね。その点で、保育

士の処遇改善というものをどのように考えて、これ

から対策をとっていくのか。その辺をお願いします。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 保育士の処遇改善といた

しまして、民間の保育園やこども園に対しまして、

運営費として給付している施設型給付費の中に処遇

改善のための給付が含まれており、保育士への給与

に反映するようなってございます。 

 また、保育士の負担を軽減するために給食の配膳

や寝具の用意などの業務を行う保育支援の人を雇う

場合には、補助金を交付してございます。 

 なお公立の幼稚園におきましては、用務員を雇う

などして保育士の負担を軽減するよう努めてござい

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 荻野利明君。 

○11番（荻野利明） 大体の考え方はわかりますけ

ども、そんなことやってもふえませんよね、保育士

が。やはり保育士、自分から進んで国家試験受けて、

希望持って働こうとしていても、こんな給料安くて

はやはり勤まりませんよね。別のほう行きますよ。

やはり抜本的な対策というものも考えていただきた

いということを要望して、終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、11番 荻野利明君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

りますので、11番 荻野利明君の発言を許します。 

  〔11番 荻野利明登壇〕 
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○11番（荻野利明） 11番 荻野利明。議案第71号 

湖西市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定について、

反対討論を行います。 

 保育士の配置基準を緩和することで、保育士不足

に対処しようとするものです。 

 １つ目は、これまで各園２人以上の保育士の配置

が義務づけられていましたが、これを朝夕の子供の

少ない時間に限り、保育士１人に加え、研修を受け

た保育ママなど資格を持たない人の配置を可能にす

るという、15年度に特例的に導入された制度を継続

するものです。 

 ２つ目は、保育士にかわるものとして幼稚園や小

学校教諭、養護教諭による保育も可能とするもので

す。 

 ３つ目は、研修代替要因等の加配人員における保

育士以外の人員配置を弾力化するものです。 

 このように、規制緩和で保育士不足を乗り切ろう

とする姿勢では、保育士の処遇改善、保育士不足の

解消は望めません。さらに保育の質の後退につなが

ると言わざるを得ません。保育士や保育士を目指す

人たちが展望を持てるよう、実態に見合った公定価

格の改善で、保育士の抜本的な処遇改善が求められ

ています。以上の理由で反対といたします。 

○議長（二橋益良） ほかに討論のある方はござい

ませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第71号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第71号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第６ 議案第72号 湖西

市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに５番 楠 浩幸君

の発言を許します。５番 楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

私のほうからは、３点ほど通告をしてございますの

で、１つずつお伺いしていきたいと思います。 

 今回の条例改正なんですけれども、申請の起算日

が静岡県と湖西市とで異なっているということなん

ですけれども、これ、何で異なっていたのか、その

背景をまずお伺いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 湖西市こども医療費助成条例は、湖西市乳幼児医

療費の助成に関する条例における対象年齢を小学３

年生までに引き上げる際に、全部改正をされたもの

であります。 

 助成の申請期限の起算日につきましては、乳幼児

医療費の助成の中で１カ月分の申請をまとめて翌月

に行うという前提で設定をされておりました。本条

例への全部改正の際に、その部分については改正を

しなかったということで、現在の状況になっている

ということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） ５番 楠 浩幸君、いかがで

すか。 

○５番（楠 浩幸） 今の御答弁ですと、１カ月ま

とめて申請をしていたものを、これからまた変える

よということなんですけれども、利用者の方も少し

処理が煩雑になってしまうのかなとかというふうに

思うのですけれども、なぜ、今のタイミングで統一

しようということになったんですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在の事務担当者の

ほうで事務処理を行っている中で、補助金の対象者

であるけれども申請の時期によって県の補助金の申

請ができずに全額市が負担するというケースが出て

くるということで、事務的に煩雑であるし、そうい

った状況が望ましいのかどうかということで疑問を

持ったということで、今回の改正に至ったものでご
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ざいます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 担当者がかわったタイミング

ということですか。どうですか、その辺。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） この４月にかわった

ということではございませんが、昨年度からいる担

当者でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 担当者がかわると見方が変わ

るということで、湖西市のためになるのかなという

ふうには推測をしますけれども、２つ目の質問に。 

○議長（二橋益良） では２番目の質問に移ってく

ださい。 

○５番（楠 浩幸） 今、湖西市のメリットのよう

なものを少しお伺いしたんですけれども、実際に利

用される利用者の方に対するメリットというものと、

湖西市に、今業務の煩雑が解消されるというような

ことと、市が１カ月分の医療費を負担する部分がな

くなるよというふうに伺ったんですけども、具体的

にどの程度のものなのかお伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） まず、利用者のメリ

ットとしては特にございません。ただ、申請の猶予

期間は１年間ございますので、デメリットもほとん

どないものと考えております。 

 市のメリットとしましては、県の要領に合わせる

ことで、事務の効率化と市費の負担の削減が挙げら

れるということでございます。これは申請期限の起

算日を県の要領に合わせることによりまして、補助

金申請の管理が一本化し、事務の効率が図られると

いうこと、またこれまで県費補助金の対象となる期

間より 大で１カ月長く申請を受け付けておりまし

たが、この期間に申請されたものについては県費補

助の対象とはならず、全額市の負担となっておりま

したので、市費の負担の削減にもつながるものでご

ざいます。 

 ちなみに、27年度におきましてその県の申請期限

を越え、市の申請期限内であって助成をしたという

ものが、８件ございました。金額にしますと約１万

円ほどでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） ありがとうございます。利用

者についてはデメリットもないよということだもん

ですから、市のメリットを、職員さんの業務の負担

が削減、軽減されるよということで理解ができまし

た。ありがとうございます。 

 ３つ目の質問に。 

○議長（二橋益良） それでは次の質問に移ってく

ださい。 

○５番（楠 浩幸） この制度の改正につきまして、

今まで１カ月待ってまとめてやっていたものを、都

度出せるようになるかと思うんですけれども、利用

者にこの制度の変更について、広報はどのように行

っていくのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 利用者への広報につ

きましては、こども医療費受給者証が毎年10月１日

付で更新されますので、９月末ごろにこども医療の

対象者全員に新しい受給者証を郵送いたします。そ

の際に通知を同封しまして、全対象者に周知をする

という予定でおります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 対象者には全員通知をすると

いうことなんですけれども、広報こさい等々の広報

誌での広報というのはお考えではないですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 受給者証に同封する

通知によりまして、全対象者に個別に周知がされる

ということで、今のところ広報誌等での広報は予定

しておりません。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） わかりました。また新しく受

給をされる方も見えるかと思いますので、その方に

対してはどうでしょう。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 転入とか、新しく対

象になられる方については、新しく受給者証をお渡

しすることになりますので、そのときにそういった

制度の内容については周知をしていくということで
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ございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） よくわかりました。ありがと

うございます。以上で質問を終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第72号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第72号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第７ 議案第73号 企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第73号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第73号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第８ 議案第74号 平成

28年度住吉地区命山整備工事の契約締結についてを

議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに14番 馬場 衛君

の発言を許します。14番 馬場 衛君。 

  〔14番 馬場 衛登壇〕 

○14番（馬場 衛） 14番 馬場 衛です。議案第

74号について、質問させていただきます。 

 やっと住吉地区に命山ができるということで、今

回、住吉地区の命山整備工事の契約締結がなされま

した。本工事完成を平成30年３月９日に予定してお

られるわけですけど、この工期について問題はない

か、工期内におさまるのか、お伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。登壇してお願い

します。 

  〔危機管理監 松本裕行登壇〕 

○危機管理監（松本裕行） 御答弁をさせていただ

きます。 

 御指摘をいただきました工期につきまして、契約

締結前でございましたことから、予定として説明を

させていただいた折でございますが、平成30年３月

９日を期限といたしまして契約を締結しようとする

ものでございます。 

 なお工事実施においては、関係機関としっかり調

整を行い、工期内に完成するよう努めてまいります。

以上であります。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君、よろしいですか。 

○14番（馬場 衛） 工期内に完了するという御答

弁をいただきました。この住吉地区は、新居地域に

は大変津波浸水域の中で避難困難地区があります。
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第２段目の工事ということで、１段目は新居弁天の

ところで避難デッキができました。今回、命山とい

うことで大変この地域の住民にとっては期待を申し

上げておきますので、ぜひ完了して、地域住民の安

心・安全のために尽くしていただきたい、そういう

ふうに考えてます。よろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、14番 馬場 衛君の

質疑を終わります。 

 続いて７番 渡辺 貢君の発言を許します。７番 

渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。

同じく議案第74号について、お伺いをさせていただ

きます。 

 入札方式というか落札方式というか、それが総合

評価方式を採用されたということになっておりまし

て、工事は今お話あったように２年にわたる継続事

業だと。費用も大変多いということで、地域住民へ

の影響も大きいというふうに思いますけれども、総

合評価方式を採用するに当たりまして、発注者とし

てはどのような内容を評価項目に選び、それに対応

して出された技術提案といいますか、内容について、

評価の点数も結果票を見るとついておりますけれど

も、どう評価して落札決定をされたのか、お伺いを

したいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 飯田勝義登壇〕 

○総務部長（飯田勝義） 渡辺議員にお答えいたし

ます。 

 総合評価落札方式は、入札価格のみの競争ではな

く、価格以外の要素、過去の工事成績とか当該工事

に配置できる技術者の数、企業の社会貢献の状況、

こうしたものを総合的に評価をいたしまして、入札

価格と入札価格以外の要素の両面から見まして、

もすぐれた条件を示したものを落札者とする方式で

ございます。 

 今回の命山に関しましては、価格以外の評価項目

として、同種・類似工事、命山を過去に築造したこ

とがあるかとか、よく似た築山工事等をやったこと

があるかというような施工の実績、配置技術者の施

工経験、ＩＳＯ9001の認証の取得、本市との防災協

定の有無、こうした14項目を価格以外の評価要素と

して総合的に判断をいたしまして、落札者を決定い

たしたものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君、よろしいですか。 

○７番（渡辺 貢） 説明はわかりました。私、こ

の入札方式が具体的にどういうものかということを

よく存じ上げませんのでお伺いしましたけども、も

う少し解説見ますと、社会的な要請の対応、例えば

環境の問題ですとか交通事情だとか、土をたくさん

運ぶんではないかなと思うもんですから、そういう

ことを少し検討の対象にしたのかなというふうに思

ったんですけども、その辺はいかがでしたか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） この総合評価落札方式の

評価項目といいますか、方式には、４つほどござい

まして、簡易型Ⅱというのと、簡易型Ⅰ、標準型、

高度技術提案型と、大まかに言いますと４つござい

まして、アイデアを競っていくような形で徐々に高

度化したような提案を評価していくという形になり

ますが、議員のおっしゃられるようなところの項目

につきましては、湖西市で採用しております簡易型

Ⅱの中では仕様書とかに盛り込みまして、公平な、

同じような条件で競争をしてもらうという形で十分

カバーできるんではないかなというように思います。

ダンプが通ることによりまして地元住民への影響を

少なくするようなルートを設計書の中に盛り込んで、

このルートを通りなさいというような形での対応が

可能かというふうに思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。い

ずれにしても、事業自体は大変必要な事業だと思い

ますので、地域住民に対して十分配慮していただい

て工事を進めていただきたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方
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はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第74号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第74号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第９ 議案第75号 市道

の路線の認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第75号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第75号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第10 議案第76号 平成

28年度湖西市一般会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに14番 馬場 衛君

の発言を許します。14番 馬場 衛君。 

  〔14番 馬場 衛登壇〕 

○14番（馬場 衛） 14番 馬場 衛です。議案第

76号 一般会計補正予算についてお伺いをいたしま

す。 

 今回、観光振興費が計上されておりますが、台北

国際旅行博出展に伴い職員１名を派遣する必要が生

じ、旅費の増額が計上されております。この職員の

業務内容について、まずお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。登壇してお願

いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） それでは馬場議員に

お答えいたします。 

 台北国際旅行博は、ことしで24回目の開催を数え、

昨年も４日間開催され、約34万人を動員したアジア

大級の旅行の博覧会でございます。 

 旅行博への出展は、浜名湖観光圏の事業としてイ

ンバウンド、外国人旅行客を浜名湖地域に誘致する

というために行うものです。 

 派遣職員の業務内容としましては、ＰＲブースを

観光圏で設けますので、そちらのほうでのパンフレ

ット等の配布、通訳を介した地域の紹介等のＰＲ、

また会場内でステージの上でもモデルコースや観光

スポットなどの旅行商品等のプレゼンテーションを

行いますので、そちらのほう、業務をやってもらう

ということで予定しております。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 業務の内容につきましては、

今の説明で理解させていただきました。 

 ただ、この浜名湖観光圏の全体のゾーンを、今の

行っているところを見ますと、どうも浜松市優先と

いうか、浜松市の部分が大変話題になってる。そこ

に湖西の職員が一人行っていただいて、また他の議
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員からも出てると思うんですが、湖西市へつながる

部分がないと、せっかくこういった形で参加しても、

ちょっと湖西市の影が薄くなってるというのが現状

でないかなというように思います。 

 ということで、この１名については主に湖西市の

ブースという部分で活躍していただけるというか、

その辺のところについてはいかがなんですか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） ブースにつきまして

は、浜名湖の観光圏としてブースを指定します。た

だし、湖西市のＰＲにおいては中国語のパンフレッ

トを用いまして、湖西市の内容も、浜名湖全体に呼

ぶというのが大きな目的でありますが、湖西市のＰ

Ｒもそちらのほうで積極的にしたいというふうに考

えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） わかりました。同じような形

の質問が同僚議員からも出てると思いますので、つ

なげる部分についてはそちらのほうでお願いしたい

と思います。私のほうは理解させていただきました。

ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、14番 馬場 衛君の

質疑を終わります。 

 続いて５番 楠 浩幸君の発言を許します。５番 

楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

私のほうからは４点ほど通告をしてございますので、

一つずつお伺いしていこうと思っております。 

 まず 初に歳入のほうですけれども、歳入の地方

創生の深化のための新型交付金の申請がございまし

て、５項目、湖西市からエントリーしたものが対象

から外れたということでございますけれども、この

５項目について、なぜこの交付金の対象から外れた

のか、主な要因を教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔企画部長 片山彰宏登壇〕 

○企画部長（片山彰宏） 私から一括して答弁させ

ていただきます。 

 本年度の予算策定時には、新型交付金、これは地

方創生推進交付金でございます。この新型交付金の

対象事業の明確な要綱につきまして、まだ国から示

されておりませんでした。 

 そこで、これらの通常市単独費で実施する事業に

つきましては、新型交付金の対象事業となり得る可

能性があるものとして予算に計上いたしております。

その後、平成28年４月に要綱が国から示され、国が

実施する相談会において事業内容を照合・精査を行

った結果、対象にはならないと判断した５項目の事

業につきまして、今回、歳入を減額させていただく

というものでございます。以上で答弁とさせていた

だきます。 

○議長（二橋益良） ５番 楠 浩幸君、いかがで

すか。 

○５番（楠 浩幸） この採択をされた事業を、ほ

かの自治体なんですけれども見ていくと、似たよう

な事業が採択されているところがあると思うんです

ね。湖西市がなぜ採択されなかったのかというとこ

ろがすごく気がかりだったものですから、例えば商

工の振興対策費につきましては、多くの自治体が手

を挙げて、長田部長も一緒に視察に行きましたけれ

ども、幸田町におきましては２億円もの交付金を得

てチャレンジをしているというようなことがござい

ましたけれども、申請の方法ですとか、テクニカル

な部分で問題があったのか、なかったのか。そうい

ったところはほかの自治体と比べて検証されました

か。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） まず、今議員がおっしゃ

られました商工の振興対策事業費でございますけど

も、この内訳の細かい事業の内容が、市内企業の積

極的な技術開発を支援することにより、企業の体質

強化に寄与し、企業の新技術や新製品の研究開発等

に要する経費の一部を助成するという技術自主開発

事業補助金、及び市内企業の振興を援助するため展

示会や見本市等の販路拡大を目的に出展する経費の

一部を補助する販路拡大出展事業費補助金という、

それを事業の交付金の対象としておりましたけれど
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も、今回の加速化交付金につきましては、女性活躍

応援事業として妊娠から子育てに主眼を置いたもの

ということの説明がございました。このような女性、

女性というか、いわゆる補助ですね、補助メニュー

としたものについては、なかなか新たな人の流れと

の関連が非常に連携づけることができないというこ

とで、今回対象外となったというものでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 一般質問でも少し申し上げた

んですけれども、また補正が入ってくるであろうと

いうふうに考えておりますので、先行して事業を行

っている自治体等々、よく検討していただきながら、

研究していただきながら、また交付金とりに行くよ

うにお願いしたいと思います。この件は以上で結構

です。 

○議長（二橋益良） 次、お願いします。 

○５番（楠 浩幸） 次ですけれども、同じく今度

は歳出のほうです。歳出のほうで４款１項２目の予

防接種費についてでございます。この予防接種費に

ついて、まず対象を教えていただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） Ｂ型肝炎の予防接種

の対象は、平成28年４月１日以降に出生し、生後１

歳に至るまでの乳児でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） ありがとうございます。２つ

目行きます。 

 対象年齢が生後から１歳までというんですけれど

も、対象年齢以外の、１歳を超えたお子さんから大

人までですけれども、以外の接種は可能でしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 年齢に関係なく接種

自体は可能でございますが、接種にかかる料金につ

いては自己負担となるものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 接種自体は１歳を過ぎても可

能ということなんですけれども、次でいいですかね。 

 これ自己負担はあるんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 先ほど申しました対

象年齢の乳児の接種につきましては、自己負担はご

ざいません。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） １歳までは自己負担なしで受

けられるよということなんですけれども、対象年齢

以外の子供さんへの補助については御検討はなかっ

たでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在のところ、対象

年齢以外の接種にかかる助成は考えておりません。

今後、状況が変われば、またその時点で検討はさせ

ていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 健康福祉部としては、この対

象から外れても、満１歳になったお子さんでも受け

たほうがいいというふうにお考えなのか。そこだけ

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 一応今回の対象が１

歳までの乳児になったということは、国のほうの考

え方としまして、若いといいますか、小さいときほ

ど抗体がつきやすいということでこういう設定がさ

れたということでございますので、基本的には国の

施策にのっとって考えていきたいと思っております。

対象年齢が外れた方におきましても、特に感染の危

険のある医療従事者とかそういった方については任

意で接種されているかと思いますけども、それ以外

については現時点では助成等は考えていないという

ことでございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） それでは 後のところ行くん

ですけれども、４つ目ですけども、対象者への広報、

今部長のほうからは早いほどいいよというような御

答弁ありましたけれども、そういった意味を踏まえ

て、広報をどのように行っていくのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 対象者への広報につ

きましては、既に４月以降、出生して対象となられ
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ている乳児につきましては、赤ちゃん訪問のときに

既に説明をしております。今後も出生した乳児につ

きましては、赤ちゃん訪問時に保護者への説明を行

い、周知を徹底してまいります。 

 そのほかにウエブサイトや広報こさいにも掲載を

して、広くお知らせをしてまいります。また転入者

につきましては、転入手続の際に御案内をするよう

にしております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） ありがとうございました。広

報のほう、しっかりとやっていただきたいというふ

うに思います。ありがとうございます。 

 ３つ目のほうへ。 

○議長（二橋益良） どうぞ。 

○５番（楠 浩幸） 今度は歳出の６款３項１目に

なります。水産施設の管理運営費についてお伺いを

したいと思います。 

 冷凍機の修繕というふうなことだったと思うんで

すけれども、この補助金の積算の根拠をまずお伺い

したいと思います。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 補助金の根拠であり

ますが、製氷機の入れかえにかかる事業費は、製氷

機のほうが595万円、冷凍設備機器、そちらのほう

が191万8,000円、それと交換に伴う諸工事費が221

万円の、総事業費1,007万8,000円となっております。 

 このうち、既設機器の撤去費が51万3,000円ござ

いますので、そちらを引いた956万5,000円が対象に

なりまして、その３分の１、310万円を県が補助し、

市も同じく310万円を補助するという形の積算根拠

になっております。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） この３分の１補助というのは、

どこかルールがありましたか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 水産施設の補助事業

につきましては、要綱で２分の１以内ということが

市のほうで決まっております。ただし、県・国の補

助金がつく場合には、３分の１ずつ同額を負担する

というルールをもって交付しているという形でござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） ルールにのっとって補助をさ

れてるということで理解できました。 

 ２つ目のところへ行きたいんですけれども、製氷

機の今度老朽化ということだったんですけれども、

このストックマネジメントでコントロールできてい

なかったのか、お伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 議員がおっしゃられ

た漁港のストックマネジメントにつきましては、市

が管理するという入出漁港と鷲津漁港の防波堤等の

基盤構造物を対象としたものが漁港のストックマネ

ジメントで計画されております。 

 今回の補助につきましては、新居地区浜名漁港、

いわゆる漁協さんが持ってる共同施設でありますの

で、そちらのほうはストックマネジメントのほうの

対象にはならないということで計画には入っており

ません。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） わかりました。対象外だった

ということで。ちなみにこういった附帯設備の管理

というのは漁協さん任せで行政の介入というのはな

かったんですかね。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） もともと漁協さんが

持ってる、漁業者が使う共同施設でありますので、

基本的な管理は漁協さんに行ってもらうと。ただ、

やはりこういう相談が、老朽化してるよとか、そう

いう御相談がありますので、県と連絡等とりまして、

同じような補助を行っていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 業務に支障があるようなこと

があってはいかんもんですから、なるべく密に情報

共有していただいて、補正ではなく、定期的にとい

うんですか、予算のほうに組み込んでいただけるよ

うに管理をしていただきたいと思います。以上で結

構です。 

 それから、歳出の７款１項３目、観光振興費につ
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きましては、馬場議員のほうから先ほどおおむね確

認をしましたけれども、私のほうからもう少しちょ

っと突っ込んで、湖西市のＰＲですけれども、中国

語のパンフレットはこれ新規につくったものですか、

既存のものを持っていかれるのかどうか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 現在、中国語、繁体

字という文字ですかね、台湾のほうでつくってる、

そちらのほうのものがございますので、そちらのほ

うでＰＲしていくという形で考えてます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 今、浜名湖、きょうの新聞に

も載ってましたけれども、台湾との交流が進んでい

るということですので期待をするところですけれど

も、パンフレット、何部ぐらい用意をされていきま

すか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） ちょっと時間をいた

だいて確認して答えさせていただきます。 

○議長（二橋益良） それでは質問の途中ではござ

いますが、ここで暫時休憩とさせていただきますけ

ど、よろしいですか。 

 それではここで暫時休憩といたします。再開は11

時15分といたします。 

午前11時03分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（二橋益良） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 ただいまは、楠 浩幸君の答弁のところから進め

させていただきます。では、市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 先ほど御質問があり

ました中国語の湖西市のパンフレットですが、約

1,000部を持参してＰＲしていこうという形で考え

ております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） しっかりＰＲしていただきた

いんですけれども、先ほど答弁の中でプレゼン、浜

名湖及び湖西市もプレゼンをしていただくというこ

となんですけれども、とりわけ湖西市のどういった

ところを紹介を、力を入れて紹介していきたいとい

うふうに。企画の内容を少しだけお伺いしたいと思

います。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 今回の目的につきま

しては、浜名湖圏へまずはお客を呼ぶというのが主

な目的であります。その中でも観光圏のパンフレッ

トがございますので、そちらのほうで、特に台湾は

サイクリング等が盛んというふうに思ってますので、

そちらのほうを重点的に、関所、海湖館等をＰＲし

ていきたいという形で思ってます。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 自転車、大分湖西市も力を入

れなくてはいかんなというふうに感じているところ

ですので、これからまた整備も含めて企画のほう、

よろしくお願いします。以上で質問を終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続きまして７番 渡辺 貢君の発言を許します。

７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） それでは、同じ補正予算につ

いてお尋ねをさせていただきます。 

 まず歳出のほうの２の１の４ですけども、ふるさ

と応援基金、財政管理費積立金ですね。これは当初

予算で２億3,000万円が計上されていたと思います。

前の説明では、ことしの１から３月分は今年度の計

上になるというふうな説明があったような気がしま

すけども、今回の2,480万円の増額理由、聞くとこ

ろによるとふるさと納税給付金は去年は大変よかっ

たけれども、ちょっとことし厳しいんではないかな

というふうな話も聞きますけども、その増額理由と、

それともう一点、現時点での本年度の予測、この辺、

説明をお願いしたいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 飯田勝義登壇〕 

○総務部長（飯田勝義） 渡辺議員にお答えいたし

ます。 
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 基金につきましては、基金は出納整理期間がない

ため、３月31日までに積み立てできた額が平成27年

度の決算額となります。今回の2,480万円でござい

ますが、これはそれに間に合わなかった４月の出納

整理期間分でございまして、寄附額から返礼品等の

費用と委託業者の手数料を除きました精算額であり

ます。 

 27年度のふるさと応援寄附金は、 終的に６億

5,219万7,982円でございます。 

 次に、本年度の 終的な見込みであります。昨年

度と比べまして、寄附件数、寄附金額ともに下回っ

ておりまして、現在までの状況から推測いたします

と、27年度の五、六割というところと推測されるも

のです。 

 こうしたことから、新たなお礼の品の準備とか、

全国的なメディアでの広報など、寄附額の増加のた

め努力をしておるところというところでございます。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君、よろしいですか。 

○７番（渡辺 貢） 説明は理解をいたしました。

いずれにしても、新聞報道にもよりますと、なかな

か競争激化というか、要はお礼品目当てというよう

な感じもいたしますけども、ぜひ引き続き御努力を

お願いしたいと思います。 

 それでは２点目へ入ります。 

 歳出の３の１の８ですけども、歳入にも同額が計

上されておりますけれども、地域介護・福祉空間整

備推進事業、介護ロボットの導入ということで、こ

の介護ロボットについては 近マスコミ報道でこん

なふうなものがというような、いろいろ紹介があり

まして、そうなのかなというふうに見ておりますけ

ども、補助金が278万1,000円計上されておりますけ

ども、内容の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 国の地域介護・福祉

空間整備推進交付金の介護ロボット等導入支援事業

特例交付金の内示が６月にあったため、この交付金

を財源として申請のありました市内の特別養護老人

ホームを運営する３法人に対しまして、１法人当た

り92万7,000円、合計で278万1,000円の補助金を交

付するため、補正を行うものでございます。 

 事業の内容としましては、３法人ともに入所者の

ベッドにセンサー等を設置し、入所者の状況を集中

して管理することにより、徘回や転倒・転落事故を

防止し、適切な見守りを行うとともに、巡視等の業

務の軽減や介護職員の身体的・精神的負担の軽減を

図ろうとするものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） これは国の補助事業をいただ

けるということで、ぜひ要望した上でということで、

事前に各法人から御要望あればということで聞いて

おったかと思いますけども、いずれも同じような内

容だということで、これ以外の要望はなかったとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市内の特別養護老人

ホームほか介護施設に要望を調査したところ、今申

しました３法人から要望が上がってきたということ

でございます。国のほうへ事前協議をした結果、

終的にこういった内示になったということでござい

ます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。介

護の仕事もなかなか大変だということで聞いており

ますので、ぜひ介護施設の応援施策を充実してあげ

ていただければと思います。 

 それでは３番目ですけれども、これは先ほど説明

聞きまして、わかりましたので、これは取り下げを

させていただきたいと思います。以上で終わります。

ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 続いて10番 竹内祐子さんの発言を許します。10

番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。 

 先ほどの歳出３款１項８目の介護ロボットのとこ

ろですが、ただいまの説明で特養の３法人に支援す

る、導入するということがわかりました。そして、

どんなものかというのも、ベッドにセンサーをつけ
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て徘回や転倒を防ぐためのものだよという説明も伺

いました。 

 この国のほうの資料を見てみましたら、１台20万

円以上の介護ロボットを導入するとかというふうに

書かれていましたので、このベッドにセンサーをつ

けるそのセンサーはお幾らぐらいするのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） 竹内議員にお答えい

たします。 

 各３特別養護老人ホーム、導入しようとする機種

がそれぞれ違っておりまして、ベッドに取りつける

センサーとそれからそこからそのセンサーからリア

ルタイムにモニタリングできる、そういったシステ

ムといいますか、職員控室のほうでモニターを設置

しまして、配線をつないでというようなそういうシ

ステムになりますけども、１台当たり、メーカーに

よってそれぞれ金額が異なろうかと思いますけども、

20万から30万ぐらいの範囲のもので、申請は当初出

ております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、よろしいです

か。 

○10番（竹内祐子） この申請をするに当たり、や

はり介護ロボット導入計画というのをちゃんとつく

られていて、その導入するロボットも販売価格がし

っかりと公表され、一般に購入できることが条件に

なっているというふうになっています。 

 そうなると１施設３台ぐらいの設置ということだ

と思うんですが、そうなると３人の重度の方を見守

るという理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 当初、国に申請する

時点では、１台が20万円以上で合計で300万円以下

ということで申請をしております。その結果、 終

的に国の予算とか申請、全国的なものの関係から、

上限がこの金額に、92万7,000円という金額になっ

たということでございます。ですから各施設、当初

は10台前後ぐらいで申請を上げておりますので、今

回、内示が92万7,000円になりましたので、この補

正予算が議決後、改めて申請をした事業所には申請

をし直していただくということになりますので、そ

の段階で92万7,000円までですと全額補助できます

けども、それを超えますと持ち出しになりますので、

各事業所のほうで改めて計画をしていただいて、何

台導入するかと、どういった方を対象に導入するか

というところは、改めて各事業所のほうで検討いた

だくということになろうかと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。もう一度確認

ですが、この補助率は10分の10ということでよろし

いですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 国の内示に合わせま

して１法人92万7,000円を補助額の上限と今回させ

ていただきますので、事業費がその上限以内であれ

ば補助率は10分の10と。それを超える場合は法人の

持ち出しになるということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。では次に行き

ます。 

 次は歳出10款６項９目の中央図書館管理運営費に

ついて、一括してお伺いいたします。 

 点検で指摘されたふぐあいの内容はどういうもの

だったのか。それから修繕をするものはどのような

ものか。いつまでにそれを行うのかを一括して質問

します。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） それでは、中央図書館の

点検での指摘の内容でございます。 

 指摘は２点ございます。まず１点目は、正面玄関

の自動ドアが老朽化により、特に雨天などの湿度の

高いときに作動しなくなるというか、不良になりま

して、自動でドアがあかなくなるというようなふぐ

あいがございました。 

 そして２点目につきましては、防煙スクリーン、

今、中央図書館に８基備えてあるんですけれども、

その８基中７基が動かなくなるというようなふぐあ

いが出ました。 

 次に修繕の内容でございますけれども、自動ドア

のモーターやコントローラー等の部品の交換を行い
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ます。防煙スクリーンにつきましては、開閉器の交

換やスクリーンの修繕等を行います。 

 後にいつまでに改善するのかということでござ

いますけれども、自動ドアも防煙スクリーンも、利

用者の安全・安心の観点からも、この補正予算の議

決後早急に改善したいと予定してございます。以上

です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。この修繕料は、

当初246万2,000円をとられておりまして、今回補正

で134万4,000円という追加になっているんですが、

このドアとそれぞれの７基の動かない部分の見積も

りはどのようになっていますか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 見積もりはどのようにと

いうのは。済みません。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ドアのほうにはどのぐらいの

費用がかかり、あとのものに対してはどのぐらいの

概算だったのかなと思いまして伺いました。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 済みません。詳細の数字

については手持ちがありませんので、もしあれでし

たらお時間いただければお答えいたします。 

○議長（二橋益良） あとでよろしいですか。 

○10番（竹内祐子） いいです。また後。 

○議長（二橋益良） なるべく数値的な、あるいは

数値に関しましては、通告どおりお願いしたいと思

います。 

○10番（竹内祐子） わかりました。済みません。 

 理解できましたので、いいです。ありがとうござ

いました。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 続きまして９番 加藤弘己君の発言を許します。

９番 加藤弘己君。 

  〔９番 加藤弘己登壇〕 

○９番（加藤弘己） ９番 加藤弘己です。 

 ６の３の１は同僚議員が質問しましたので、この

件については取り下げます。 

 それでは10の１の２、産休・育休対象職員の取得

予定日数等の詳細を教えていただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 教育次長。登壇してお願いし

ます。 

  〔教育次長 落合 進登壇〕 

○教育次長（落合 進） まず、学校のほうですけ

れども、学校事務職員の１名分の産休・育休職員の

ものでございます。 

 まず期間ですけれども、６月19日から９月26日ま

での産前・産後の特別休暇を取得する学校職員１名

のものでございます。育児休業につきましては、ま

だ申請が行われてませんので、未定ではございます

けれども、制度がありますのでとるだろうというこ

とで今回補正予算を上げさせていただいております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 加藤弘己君。 

○９番（加藤弘己） 産前・産後は理解できました

けれど、育休のほうですね、これはとるだろうとい

うことで、どのぐらい想定されたわけですか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 今回の補正予算では、３

月末までのものですけれども、通常、育児休業をと

られる方は、１年をとられて、それ以上、 高３年

までですけれども、今回の補正予算については３月

末までで、その後とられるようでしたら来年の当初

予算に計上していくというものでございます。以上

です。 

○議長（二橋益良） 加藤弘己君。 

○９番（加藤弘己） そうしますと、９月26日以降

が育休になるわけですね。そうしますと約半年近く

あるんですけど、この賃金というのは89万8,000円

というのはちょっと理解できないんですけど。この

件についてお願いします。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 先ほど言いましたように、

この職員は６月19日から産前休に入ってるんですけ

れども、その前に４月の後半からちょっと体調不良

だということで、産前休も入るということもありま

して、事前に臨時職員を学校につけさせて、正規の

職員との引き継ぎを行ったということです。 



１４９ 

 今回のこの補正予算につきましては、前半の部分

は当然教育委員会のほうで見込んでないもんですか

ら、総務課のほうの人件費でお願いして、今回この

補正が通った後の後半の部分は教育委員会のほうの

この補正の金額でということで計算してございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 加藤弘己君。 

○９番（加藤弘己） わかりました。それでは次の

質問に参ります。 

 これ同じような内容なんですけど、10款４の１で

す。同じように産休・育休、どういうふうになって

るか。これ４人分で、これは前後のことはちょっと

わからないんですけど、賃金として661万、４人分

だと思うんですけど、ここら辺の詳細を教えてくだ

さい。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 10款４項、幼稚園費でご

ざいます。こちらは幼稚園の教諭のものでございま

す。議員が指摘されたように、産前・育休対象者４

名でございます。 

 その４名のうち１名は、産前産後休業について平

成28年３月に取得済みです。ですから、この１名に

つきましては１年分になろうかと思います。育児休

業につきましては、平成28年３月11日から30年の３

月31日までの間、２年と20日取得する予定で今聞い

てございます。 

 次の１名は、産前産後休業について28年、ことし

の３月17日から７月２日までが産前産後休業でござ

います。それ以降、育児休業について31年３月31日

までの約２年９カ月取得する予定だと聞いてござい

ます。 

 残りの２名につきましては、産前産後休業を７月

29日から10月25日、また７月14日から11月２日まで

の取得予定でございます。育児休業期間につきまし

ては、まだ申請がないので不明だということでござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 加藤弘己君。 

○９番（加藤弘己） わかりました。これちなみに、

これは正規の職員ですかね。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） ただいま説明しました４

人につきましては正規の職員でございます。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 加藤弘己君。 

○９番（加藤弘己） わかりました。それから、対

象の職員が休んでるということで、交代に配偶者が

休んだというようなことはないですね。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 配偶者、旦那さんですね。

旦那さんがお休みしたというのは聞いてございませ

ん。以上です。 

○議長（二橋益良） 加藤弘己君。 

○９番（加藤弘己） わかりました。ありがとうご

ざいました。 

○議長（二橋益良） 以上で、９番 加藤弘己君の

質疑を終わります。 

 続きまして８番 吉田建二君の発言を許します。

８番 吉田建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） それでは私のほうから質疑を

させていただきます。 

 歳入、10款地方交付税、説明書５ページでござい

ます。普通交付税が減額になっておりますけども、

この減額になった事情についてお伺いをいたします。

当初予算の見積もりに違いがあったのか。また交付

税の積算単価など、計算方法に改正などがあったの

か。どんな事情があったのか、お尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 飯田勝義登壇〕 

○総務部長（飯田勝義） 吉田議員にお答えいたし

ます。 

 減額になった要因といたしましては、基準財政収

入額の算定に用います地方消費税交付金が、当初の

見込みよりも増額となったのが主な要因でございま

す。 

 これは平成26年度消費税の引き上げによりまして、

本市の地方消費税交付金が増額したもので、当初２

億3,900万円と見込んでおりましたが、今回の決定

では２億6,800万円、およそ2,900万円多い算定結果
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となりました。 

 交付税額は基準財政収入額がふえますと、その分

交付額が減少いたしますので、調整率適用後で

3,043万8,000円、今回減額補正となったものでござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 基準財政収入額の増額になっ

たその理由も今説明いただきまして了解いたしまし

た。 

 次の項目、お願いいたします。 

 次に14款国庫支出金でございます。説明書５ペー

ジ。地方創生の深化のための新型交付金について、

これが５項目対象外になった。こういうぐあいに判

明したのはいつの時点なのか。そしてあわせまして、

この判明するいわゆる５項目も減額になったという

ことと、金額も2,000万円減額になってる。金額も

大きいし、項目も大きいわけですけども、ここら辺

の県当局との情報の交換というんですか、そういう

ような点について、その経過について、説明をいた

だきたいと思います。お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 地方創生推進交付金制度

要綱が平成28年４月20日付で国から示されましたが、

静岡県から市町へ送付されたのは４月25日でござい

ます。 

 また、地方創生推進交付金を申請するに当たり、

地域再生計画を策定し内閣総理大臣の認定が必須条

件となっておりますことから、５月20日に名古屋で

行われた内閣府地方創生推進事務局による地域再生

法の相談会へ参加し、可能性を探ってみましたが、

今回対象外とした５項目の事業につきましては、申

請は難しいと判断したものでございます。したがい

まして対象外になると判明いたしましたのは５月20

日以降ということになります。 

 続いて２問目の御質問でございます。県の担当部

局との情報連携でございますけども、今回の地方創

生の新型交付金に関する県の役割といたしましては、

内閣府からの情報を市町へ速やかに配信するという

ことに尽きると考えております。 

 今回の地方創生推進交付金制度要綱につきまして

も、要綱の日付が平成28年４月20日で、県から市へ

の送付が、先ほど申しましたとおり４月25日であり

ますので、速やかに情報提供をしていただいたもの

であり、内容につきましては事業の性質上、直接国

と協議をすることとなっておりますため、内容に関

する情報の連携は行っておりません。以上で答弁と

させていただきます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 今、経過について具体的な位

置づけも説明いただきました。大変短期間の間にい

ろいろとやりとりされてたということで、これにつ

いては了解をいたします。 

 次に３点目の項目をお願いいたします。 

 次に歳出の第12款公債費でございますが、説明書

23ページになります。公債費の償還元金の財源補正

がございます。いわゆる国庫支出金が減額となり、

その分一般財源で対応していくということになるわ

けですけども、ここら辺の国庫補助金が減額になっ

ていった起債はどういう起債で、その財源更正する

事情はどんなぐあいだったか、その点についての説

明をお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） 今回の財源更正でござい

ますが、公営住宅債に対するものであります。 

 歳入の補正におきまして、地域住宅交付金の交付

決定による減額をさせていただいておりますが、こ

れが減額となったことに伴いまして一般財源に振り

かえるものであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 公営住宅債のその分だという

ことですけど、公営住宅債のほうでいくならば、本

来はそうすると24年、25年、それぞれ年次にわたっ

て補填されていくものが対象外になったので、一気

にこの際28年度の予算の中で対応していくとこうい

うぐあいに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） 議員のおっしゃるような

形で、一般会計から補填をする形で起債していくと

いうものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 
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○８番（吉田建二） 了解いたしました。 

 次に第２表、議案書の32ページになりますが、第

２表、債務負担行為の補正が追加事項として２つご

ざいます。そのうち、環境センターの施設等整備事

業については、説明の中で破砕機の故障によるもの

と説明を伺いました。28年度の今回の補正予算の中

には、環境費のほうで補正計上ございません。こう

していきますと、28年度は支払いをせず、29年度に

28年度も含めて一括支払いになるのか。内容につい

て、ちょっとわかりにくいところがございます。こ

の破砕機の故障についての経過と全体の概要につい

て、またあわせて２点目にございますけども、今後

の対応について、説明をお願いいたします。 

 ２点目のほうにありますように、29年度のいつご

ろにこの事業は完了するのか。１番、２番、あわせ

てお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（松本省貴） 故障いたしましたのは、

環境センターの粗大ごみを処理する低速回転破砕機

の油圧モーターでございます。本年４月13日、運転

中に異音とともに多量の作動オイル漏れが発生しま

した。直ちに点検を行ったところ、この装置は設置

から18年間稼働しており、経年使用による部品の劣

化及び摩耗と判明しました。 

 現在は投入間隔をあけて運転をしておりますが、

少量のオイル漏れが続いているため、抜本的な対策

が必要となっているという状況でございます。 

 修理方法につきましては、モーターの整備部品の

供給が平成34年度で停止となるということや、取り

外して解体修理を行うということでは、粗大ごみ処

理が長期間滞るといったことなどから、モーター自

体を交換することを選択いたしました。 

 このモーターは油圧式の低速で動くという特殊な

ものでございまして、同等の性能を持つ国産製品は

なく、受注生産で海外で作成するということから、

納品が来年度になります。ということで債務負担行

為をお願いするということでございます。 

 お尋ねの２点目でございますけども、モーター交

換には船便で届いてから環境センターに持ってきて

１週間程度を要する見込みでございます。 

 粗大ごみ処理に影響がないように、環境センター

の処理状況を見た中で、できる限り早い時期に交換

を行いたいというふうに考えてございまして、今の

ところ事業完了は平成29年５月末ごろという予定を

しております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） そうしますと、来年の29年の

５月末にモーターが入ってくるので、そのときに支

出するということで、あらかじめ発注したりするた

めに債務負担行為で対応していくとこういうぐあい

に理解いたしました。 

 そうしますと、現在の対応としては何とかかんと

かほかのというか、どういう方法で今対応されてる

か、もう一度ちょっとお願いいたします。入ってく

る前の間の対応についてお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（松本省貴） 今、多少のオイル漏れは

あるものの、作動はできるということでございまし

て、作動オイルを補充しながら運転をしていると。

多少なりとも間隔をあけて、ゆっくり、様子を見な

がら何とか動かしているという状況でございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 大変慎重に対応していただい

ているということを伺いまして、改めて感謝いたし

ます。５月まで故障が大きくならないことを祈って、

この質疑を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

○議長（二橋益良） 以上で、８番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 続いて６番 佐原佳美さんの発言を許します。６

番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） 議案第76号、歳入の14款２項

２目です。 

 先ほど同僚議員がお二人質問されて大体はわかり

ましたが、説明の中で５月の名古屋での説明会に行

って相談をした中で、これは対象外だと判断したと

いうことなんですけれども、それはマンツーマンで

相談をした中で、これは違うよといったのか、一斉
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の相談会場の中で話を聞いて、市の判断でやめたと

いうことなんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔企画部長 片山彰宏登壇〕 

○企画部長（片山彰宏） お答えいたします。 

 議員がおっしゃいました後段のほうでございます。

一斉の相談会の中で市のほうの判断で、これは対象

外であると判断したものでございます。以上でござ

います。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。ちょっとその

５つの事業の中身なんですが、先ほどの楠議員の御

答弁のときには商工業振興対策費についての説明は

あったんですけれども、それぞれの事業の説明とい

うのはしていただけるんでしょうか。お願いできま

すか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） それでは個々の事業につ

いて御説明をいたしますが、丁寧な説明をさせてい

ただきますので、多少お時間かかることを御了解い

ただきたいと思います。 

 初に子育て支援センター運営事業費の中の子育

て支援ガイドを作成し配布するための婚活サポータ

ー養成という事業を交付金の対象にしようといたし

ましたが、内閣府の別の補助事業メニューで地域少

子化対策強化補助金という制度がございまして、当

交付金制度は各省庁におけるメニュー優先というこ

とであるため、対象外となると判断したものでござ

います。 

 次に、保健対策費の食育計画の目標達成のために

健康づくりを行い、食生活推進員の養成講座や食生

活推進協議会が健康づくりに関する知識や技術の啓

発や普及を行い、食育推進事業の媒体である献立カ

ードを作成した上で食育事業を地域に普及するため

の食育推進事業を交付金の対象といたしましたが、

地産地消の施策や６次産業化など、農林水産関係の

施策とのセットメニューとするということが望まし

いということになりまして、当市ではその施策がな

いことから、対象外としたものでございます。 

 次に商工振興対策事業費でございますが、これは

先ほど楠議員にお答えしたとおりでございます。 

 次に幼稚園一時預かり事業費の中の子育て機能の

充実を図るため、鷲津、白須賀、岡崎、新居の幼稚

園の一時預かりを行う幼稚園一時預かり事業を交付

金の対象にしようといたしましたが、本事業は国や

県の補助事業でございまして、補助の重複は認めら

れないということから対象外としたものでございま

す。 

 後に幼稚園教育指導関係経費の中の一人一人の

教育的ニーズに応じた特別な支援を行うという視点

に立った公共幼稚園の実情に応じた支援員、サポー

ターを配置するという特別教育支援事業を交付金の

対象にしようといたしましたが、この事業は教育支

援事業でございまして、女性活躍の応援事業として

妊娠から子育てに主眼を置いたものではないと、こ

れはまた趣旨が異なるということから対象外とした

ものでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。御

丁寧な説明でよくわかりました。ではこれは一般財

源でこの事業は実施はしていくということで理解で

よろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 御推察のとおりでござい

ます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。 

○議長（二橋益良） 今、お昼になりましたので、

この歳出のほうにつきましては午後の質疑というこ

とでよろしいですか。 

 それではお昼の休憩とさせていただきます。再開

は午後１時といたします。 

午後０時00分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、午前

に引き続き会議を再開いたします。 

 ただいま６番 佐原佳美さんの質疑の中で、歳出

のほうに移りたいと思います。ではよろしくお願い
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します。 

○６番（佐原佳美） よろしくお願いします。 

 では議案第76号、歳出の３款１項８目、介護ロボ

ット等の導入の具体的内容や計画はという質問です

が、先ほど先輩議員や同僚議員の質問もありまして、

おおむねはわかりましたが、福祉施設に声をかけた

というお話でしたが、ちょっと３施設だけというの

は意外に少ない数かなと思ったんですけども、入所

施設だけなのか、どういう施設に声をかけたのか教

えていただけますか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。答弁お願いし

ます。 

○健康福祉部長（山本 渉） ちょっとそのあたり

は今確認できておりませんので、少し時間をいただ

けますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 済みません。市内の

全ての介護保険事業所ということでございます。以

上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。ありがとうご

ざいました。どこもやはりいろいろなこういう道具

を買うというのは高い金額を自己負担してるもので

すから、本当に利用していただければいいなと思い

ましたが、３施設であっても、また台数を92万

7,000円以内で出されてくると思いますが、有効活

用できればいいなと思います。ありがとうございま

した。 

 では次の歳出４款１項２目、Ｂ型肝炎ワクチン予

防接種の委託料は何人分でしょうかということです

が、これも同僚議員が先ほど説明して、おおむねわ

かりました。そしてその中の対象年齢のところで、

ことしの４月１日以降に生まれた赤ちゃんというこ

とですが、答弁の中に、より早い時期の、１歳未満

の乳幼児への接種が抗体を早くつくることができる

ので有効だという答弁がありましたが、ことしの４

月からというと要は０歳の子供たちですが、10月１

日から始めるとすると、昨年の10月２日から生まれ

た子たちもまだその実施時期には０歳になるわけで、

ある市は、10月２日以降生まれた子供たちも対象に

実施するというところもあるんですが、その辺はお

考えになったことはないですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在考えております

のは、あくまで本年の４月１日以降の出生の乳児を

対象とするということで考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） どこかで線引きしなければい

けないのはわかるんですが、やはりこの10月から始

まるんであろうということを想定して、市内の医療

機関も昨年というか、ことしの初めというか、この

Ｂ型肝炎ワクチンを置いている施設、医療機関とい

うのはやはり控えていたというか、実施しないでい

る医療機関があったようで、10月１日まで待つのか

ということもありましたが、そうすると早く生まれ

た子供たちは高い7,000円とか8,000円とかという自

己負担でやることになってしまって、大変な不平等

感を感じている親御さんというのはいらっしゃると

思うんですけれども、そこら辺もまた検討いただけ

れば。打ちたいと思ったんですけど、なかったんで

すね。去年の秋から。秋ぐらいから。製造、取り扱

い機関が市内でも１個か２個しかなくて、要はこう

いう制度が始まるよということを、あっての控えだ

ったのかわからないんですけれども。結局そうなる

とＢ型ワクチンが出回ってくる時期に、たまたま４

月１日より先に生まれちゃったから有料でというと

ころがあるんで、０歳児に関しては寛容な配慮をし

ていただけたらうれしいなという思いだけ述べさせ

ていただきますが。ではこれで終わります。ありが

とうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第76号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第76号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第11 議案第77号 平成

28年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第77号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第77号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第12 議案第78号 平成

28年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに10番 竹内祐子さ

んの発言を許します。10番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 竹内祐子です。議案78号、歳

出４款１項２目、包括的支援事業費負担金のところ

を伺います。３点一括して質問いたします。 

 負担金は何人分か。誰が行くのか。研修はいつ、

どこでやるのか、内容はどのようなものか。この３

点を一括でお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えいたします。 

 まず１点目の負担金ですが、認知症地域支援推進

員研修に参加する１名分でございます。受講する予

定の者は、地域包括支援センターの職員を予定して

おります。 

 次に研修の時期及び会場でございますが、認知症

地域支援推進員研修は、平成28年度には全国14地域、

計16回開催されますが、12月15、16日の２日間、名

古屋市で開催される研修会への参加を予定しており

ます。 

 研修の内容としましては、医療機関・介護サービ

ス事業所や地域の支援機関などをつなぐ連携支援、

それから認知症の人やその家族に対する相談支援な

どに関する講義・事例研究・グループワーク等の研

修を行うものでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それでは 初の何人分かのと

ころで、１人というお答えがありましたが、これは

１人でなければいけなかったのですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 経過を申し上げます

と、今年度 初に申し込みを市内４包括支援センタ

ーございますので、一人ずつ参加していただこうと

いうことで４人分申し込みをしましたが、全国で人

数の制限がございますので、調整がありまして、結

果、湖西市では当初は１名のみの参加ということで、

１名が既に７月に参加をしております。その後、追

加の募集がございましたので、それに１名応募して、
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今回補正を組ませていただくというものでございま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 今度は２人目の人が行くとい

うことで、４包括あって、 初の７月と今の現在行

く人は、どこの地域包括が行くんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） ７月には白萩の方が

行っております。今度12月には光湖苑の方で予定を

させていただいております。 

 来年度、あと２包括のほうで参加をお願いしたい

と考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。 

 では次の12月は名古屋市でやると。これは負担金

のみを今回補正で出していますが、この旅費の部分

についてはどのようになっていますか。旅費と宿泊

ですね、14、15で泊まりで。通いですか、泊まりで

行くんですか。済みません。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） まず、名古屋市の研

修ですので通いで行く予定でございます。 

 予算につきましてですが、負担金につきましては

当初県のほうが負担していただけるという話でござ

いましたので、負担金は予算がとってございません

でした。ただ、今回追加の募集がある中では負担金

も市町の負担でということになりましたので、負担

金の予算が不足するということで今回補正をするも

のでございます。 

 なお、旅費につきましては当初で４人分の旅費を

見ておりましたので、その中で賄うことができると

いうことでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。認知症の地域

支援推進員の養成研修を行うことによって、今後、

課題である認知症対策について進んでいく準備がさ

れてきていることがよくわかりましたので、これで

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 続いて６番 佐原佳美さんの発言を許します。６

番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） 第78号議案で、私も同じ歳出

の４款１項２目です。 

 今の先輩議員の質問でよくわかりました。３万

8,000円という、２日間で高い受講料ですので、し

っかりと学んできていただきたいと思います。 

 では次の歳出の７款１項２目、返還金4,438万円

の内訳はどういうものでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えいたします。 

 平成27年度の介護保険事業の精算に伴う国等への

償還金の内訳でございます。国につきましては

3,638万2,596円、県が742万7,658円、社会保険診療

報酬支払基金が57万192円。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、いかがですか。 

○６番（佐原佳美） これは介護保険のどの事業に

わたっているものなんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 主には介護給付費に

かかわる部分でございまして、それ以外には地域支

援事業分と低所得者保険料軽減負担金分が若干ござ

います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 主にはこの３つの事業の利用

者が少なかったという理解でよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 利用者自体は増加し

ております。ただ、介護給付費につきましては27年

度に介護報酬の改定がございまして、全体で介護報

酬が引き下げられております。その関係と、昨年８

月から一定所得以上の方が自己負担が１割から２割

になっております。そういったことから利用者はふ

えておりますが、給付費自体は減ったということで

ございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。ありがとうご

ざいました。 
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○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第78号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第78号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第13 議案第79号 平成

28年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第79号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第79号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第14 議案第81号 平成

27年度湖西市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに５番 楠 浩君の

発言を許します。５番 楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。 

 国民健康保険特別会計でございますけれども、歳

入の３款２項２目、特別調整交付金ですけれども、

通告には昨年というふうに書いてございますけれど

も、平成26年ですね、平成26年度の決算と比較をし

て86％も減額をされているんですけれども、その要

因を教えていただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。登壇してお願

いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） それではお答えいた

します。 

 特別調整交付金につきましては、各保険者、市町

ですね、の特別な事情により考慮して交付されるも

のです。収納対策や特定健診事業など各保険者が行

った経営努力が良好であった自治体に対して交付さ

れる経営努力分が、平成26年度には3,300万円交付

されましたが、平成27年度にはそれが交付がなかっ

たということによるものです。 

 湖西市の場合には、収納率や特定健診の実施率な

ど全て県下でも上位のほうに位置しておりますが、

昨年度と比較した伸び率が交付の大きな要因になっ

てるものでございますから、常に高い比率を維持す

るというものは大変難しゅうございます。ですから

連続してこの交付金を交付されることが大変困難に

なるもので減額になったということでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 
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○５番（楠 浩幸） 特に特別な理由として経営努

力を怠っていたとかそういう問題ではなくて、高い

レベルのところで維持をしているよということで、

今年度も引き続き頑張っていただいて、来年度、交

付金がたくさんもらえるように御尽力いただくよう

にお願いします。以上で終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第15 議案第82号 平成

27年度湖西市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第16 議案第83号 平成

27年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第17 議案第84号 平成

27年度湖西市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第18 議案第85号 平成

27年度湖西市水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第19 議案第86号 平成

27年度湖西市病院事業会計資本金の額の減少及び決

算の認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに16番 中村博行君

の発言を許します。16番 中村博行君。 

  〔16番 中村博行登壇〕 

○16番（中村博行） 16番 中村博行です。質問の

順序でやらさせてもらいます。 

 第１。 初に、処分しようとする金額328万5,199

円となる対象物件は何でしょうかということでお願

いします。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。登壇してお願い

します。 

  〔病院事務長 柴田佳秀登壇〕 

○病院事務長（柴田佳秀） お答えをいたします。 

 対象物件につきましては、市の救護所用資機材倉

庫を設置したところの土地でございます。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 救護所用土地ということにな

ると、病院の持ち物ではないという形のことですか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 底地につきましては湖

西市のままでございます。湖西市のほうから病院の

用地として使っていたところを、湖西市の行政財産

といいますか、救護所用の資機材倉庫に所管がえを

すると、そういう意味合いでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 所管がえだということで、こ
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の分が金額的には328万余という形だということで

すね。 

 そうすると２番の持ち主というのは、市になるわ

けですね。間違いないですね。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 今も申しましたとおり、

もともと湖西市で変わりません。使用目的が違うと

いうことで御理解をいただきたいと思います。以上

です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 今ちょっと説明の内容が、も

ともと市の持ち物であるということで変わらないと

いうことになると、328万5,000円という金額で病院

が市に売ったという形になると思うんですが、そう

いう形ではないですか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 現金の動きがあるわけ

ではなくて、病院が病院敷地として管理していたも

のを行政財産のほうに移しかえることによって病院

の資産が減るということで、このような処理になっ

たものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） わかりました。 

 では２番は市だということで変わらないというこ

とですので、３番の27年度でこれを処理するという

形になったのはどういう理由でしょうかということ

でお願いしたいと思うんですが。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 今回の処理につきまし

ては、病院用地の一部を市の救護所用資機材倉庫用

地にしたために、病院事業会計における資本金16億

2,560万7,841円のうち、328万5,199円を減少するも

のであり、それに伴い利益剰余金の未処理欠損金に

組み入れるものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 今の内容はちょっと私理解で

きないもんで、もう少しわかりやすく、済みません

けど、お願いしたいと思うんですが。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 先ほど申しましたとお

り、今まで病院の資本金の中に、この土地の部分に

相当する金額のものが財産としてあったわけですけ

ども、それを所管がえをするというところで、まず

資本金のところを減らすという処理と、現金がある

わけではないんですが、利益剰余金のところで処理

をしていかなければなりませんので、未処理欠損金

というところで組み入れるというところで処理をさ

せていただくものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 何か市のものであって、所管

が病院のものであると。それでなおかつ、病院の資

本にそれが上がってるという話だと、ちょっと何か、

市が持ってて、資本に上がってるという部分が私は

ちょっと理解できんですがね。それでそれを処分し

てこの金額になるという、その処分の方法はちょっ

と理解できないんですが、いずれにしてもそういっ

たことがあって、こういう処理でもって病院にはお

金が入らないわけですか、これで。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） おっしゃるとおりで、

現金の動きがあるわけではございません。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） そうすると、お金に困ってこ

ういう形の処置をしたという話ではないわけですね。

それだけは１回確認しておきたい。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） お金に困って処理をし

たものではございません。市から防災資機材倉庫を

設置するに当たり、病院の前に救護所が設置される

ものですから、資機材倉庫がどうしても近くに欲し

いとそういう要望がありましたので、承諾したもの

でございまして、この処理になったものでございま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） わかりました。では次に行き

たいと思います。 

 企業債の残がまだ残ってると思うんですが、それ

で減債積立金を7,800万余を全部取り崩すという形

になっておりましたけどが、私の記憶だと、借金が

あるうちは企業債を取り崩す、全部取り崩すという
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ことはちょっとよしというふうな認識はなかったも

んですから、その辺がどういう観点からこういうふ

うになされたのか、ちょっとお聞きしたいと思って、

お願いします。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 減債積立金の7,801万

5,000円につきましては、企業債を償還するために

必要な資金を留保するために、本来積み立てておく

べきでございまして、企業債が残っている間は留保

すべきものと考えておりますので、現在も残ってお

ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） ということは、現在は残って

るけどが、この議案が通ると、そうするとこれは減

るですか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） この議案、資本の減少

のところには減債積立金は関係ありませんので、こ

れはそのまま残ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 難しい話でみんなわからんと

言われるかわからんけど、要は利益剰余金の処分の

とこで、結局はこれだけのものを取り崩して、赤字

の分に充てるような形の決算になっていくと思うん

ですが、そういう今、案が出てるわけですよね。そ

れで議会が通ればその分が落とされていくわけでは

ないですか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 何て申しましょう。病

院決算書の９ページをお開きになっていただけると

おわかりになると思いますが、今回、議決をいただ

いて利益剰余金に組み入れるものにつきましては、

328万5,199円のものでありますので、それ以外のも

のは議決後に処理がされるものではございません。 

 ８ページをごらんになっていただければと思いま

すが、利益剰余金の減債積立金のところを見ていた

だきますと、年度末残高のところもそのまま7,801

万5,000円が残っておりますけども、それにつきま

しては何ら処理をするものではございません。以上

です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） わかりました。済みません。

それで次に行きます。 

 それで今度は貸借対照表のほうを見ると、現金が

少なくなっているわけなんですが、去年に比べても

また少なくなってると。大変厳しい状況だと思いま

すけどが、そこら辺の対策は何かお考えになってお

られるかどうか、聞きたいと思います。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） お答えをいたします。 

 現金預金につきましては、平成26年度末に比べま

して平成27年度末では約2,160万円少なくなってお

ります。 

 対策といたしましては、本年度につきましてもバ

ランススコアカードにより、経費の削減、収入増に

取り組んでおります。また、医師、看護師、技術職

員、事務の管理職員による毎月の会議で、現金預金

を含めた経営状況の説明を行っております。 

 ７月から循環器の常勤医師もふえております。今

後も現金預金が減らないように努めていかなければ

ならないと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 厳しい状況であるということ

は、もう一般質問でも大分私言わせてもらったもん

ですから。一番根本はやはり原因が何かということ

にやはり向けて進んでおられないように思うもんで、

その辺をやはりしっかり原因をつかんでもらって直

すような方向でお願いしたいと思います。以上で終

わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、16番 中村博行君の

質疑を終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 
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  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（二橋益良） それでは、本日はこれにて散

会いたします。お疲れさまでございました。 

午後１時41分 散会 

───────────────── 

 

 


